
壱岐空港供用規定に基づき壱岐空港が提供するサービスの内容に関する情報 

 

１ 空港機能施設等の営業(利用)時間 

（１）旅客取扱施設（旅客ターミナルビル）          ７：３０～最終便出発まで 

 （２）航空貨物取扱施設（旅客ターミナルビル内）    ７：３０～最終便出発まで 

 （３）駐車場    時間設定なし 

 

２ 空港が提供するサービスに係る施設 

 （１）喫煙所    旅客ターミナルビル外 

               （旅客ターミナルビル内は全面禁煙） 

 （２）空港が提供するその他のサービス 

    ・ＡＥＤ    ターミナルビル内 保安検査場入口付近 

 

３ 空港の情報 

 （１）空港の管理者の名称、所在及び連絡先 

    ・名称：長崎県壱岐空港管理事務所 

    ・所在：長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２５ 

    ・連絡先：０９２０－４４－５１６７ 

 （２）空港機能施設事業者の名称、所在及び連絡先 

    ・名称：壱岐空港ターミナルビル㈱ 

    ・所在：長崎県壱岐市石田町筒城東触１７２４ 

    ・連絡先：０９２０－４８－１１１１（壱岐市総務課内：空港ターミナルビル㈱担当者） 

 （３）乗入れ航空会社及び路線・ダイヤ 

・乗入れ航空会社（定期路線） 

     オリエンタルエアブリッジ㈱（ＯＲＣ） 

※全日本空輸㈱（ＡＮＡ）及び日本航空（JAL）とのコードシェアリングにて運航 

    ・路線・ダイヤは各航空会社のホームページを参照 

      ＯＲＣ  https://www.orc-air.co.jp/  

      ＡＮＡ  https://www.ana.co.jp/ 

 （４）着陸料等 

着陸料等の金額は、別表第１のとおり。 

なお、着陸料等の詳細については、長崎県県営空港条例（昭和３８年３月２０日長崎

県条例第１０号）及び長崎県県営空港条例施行規則（昭和４７年３月２９日長崎県規

則第１４号）を参照のこと。 

 （５）空港アクセス 

空港連絡バスあり 

詳細は、壱岐交通株式会社ホームページを参照 

      https://iki-kotsu.com/ 

 （６）駐車場 

無料 １０４台（バス３台、タクシー５台、乗用車９４台、身障者用２台） 

 （７）空港マップ 

別紙のとおり 

 （８）バリアフリー情報 

空港ターミナルビルは段差の解消、視覚障害者誘導用点字ブロック、及びバリアフリー

トイレ１箇所を設置している。 



別表第１ 

種別 金額 備考 

着陸料 航空機の着陸1回ごとに航空機の重量（当該航空機の最

大離陸重量をいう。以下同じ。）にそれぞれ次の区分により順

次に各料金率を適用して得た金額の合計額に 100 分の

110 を乗じて得た金額とする。 

 

1  25 トン以下の航空機 

ア 1 トン以下の重量については当該重量に対し 350 円 

イ  1 トンを超え 6 トン以下の重量については当該重量に

対し 350 円 

ウ  6 トンを超え25 トン以下の重量については1 トンごと

に 580円 

2  25 トンを超える航空機 

ア  25 トン以下の重量については 1 トンごとに 600 円 

イ  25 トンを超え 100 トン以下の重量については 1 トン

ごとに 900 円 

1  重量1 トン未満は、1 トンと

して計算する。 

2  着陸料、停留料に 1 円未

満の端数が生じたときは、切

り捨てる。 

夜間照明料 夜間（4 月 1 日から 9 月 30 日までの間については、19

時から翌日の 5 時まで、10 月 1 日から 3 月 31 日までの

間については17時から翌日の7時までをいう。）における航

空機の着陸又は離陸 1 回ごとに、着陸料の規定の例により

計算して得た金額の5パーセントに相当する金額（当該金額

に10円未満の端数が生じた場合には、当該端数を10円と

して計算して得た金額）とする。 

停留料 航空機が 6 時間以上空港内に停留する場合において停

留時間 24 時間（24 時間未満は 24 時間として計算する。）

ごとに、航空機の重量にそれぞれ次の区分により順次に各料

金率を適用して得た金額の合計額に 100 分の 110 を乗じ

て得た金額とする。 

 

1  23 トン以下の航空機 

ア  3トン以下の重量については当該重量に対し 810円 

イ  3 トンを超え 6 トン以下の重量については当該重量に

対し 810 円 

ウ  6 トンを超え23 トン以下の重量については1 トンごと

に 30 円 

2  23 トンを超える航空機 

ア  25 トン以下の重量については 1 トンごとに 90円 

イ  25 トンを超え 100 トン以下の重量については 1 トン

ごとに 80 円 

 


